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福祉有償運送制度について 

１ 福祉有償運送とは 

「福祉有償運送」とは、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な障

害者や要介護者の方などを対象に、営利とは認められない範囲の対価（実費の範囲内）

によって、自家用自動車（白ナンバー車）を使用して行う、ドア・ツー・ドアの個別輸

送サービスのことをいいます。 

 

２ 利用対象者（旅客の範囲） 

利用対象者は、次に当てはまる方で、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用

することが困難な方で、予め利用者として登録されている方およびその付添人です。 

 イ）身体障害者（身体障害者福祉法第４条） 

ロ）※精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条） 

ハ）※知的障害者（障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号） 

 二）要介護認定者（介護保険法第１９条第１項） 

 ホ）※要支援認定者（介護保険法第１９条第２項） 

ヘ）※厚生労働大臣が定める基準（基本チェックリスト）に該当する者（介護保険法施

行規則第１４０条の６２の４第２号） 

 ト）※その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害（発達障害、自     

閉症、学習障害を含む）を有する者 

  

※ロ）ハ）ホ）ヘ）ト）の場合には、判定委員会において（４参照）、移動制約の状況

について福祉有償運送の対象とすることが適当であることの確認が必要となります。 

 

３ 利用を希望される方へ 

  ご利用いただくには、実施団体（事業者）への事前登録が必要となります。実施団体

（事業者）ごとに登録方法やサービス内容、利用料金等異なりますので、詳細および運

送状況については、各実施団体（事業者）へお問い合せください。なお、複数の事業者

に会員登録することも可能です。 

 

４ 判定委員会について 

上記のロ）ハ）ホ）ヘ）ト）の場合には、判定委員会において、移動制約の状況につい

て、「福祉有償運送の対象とすることが適当であること」の確認が必要となります。判定

においては、守山市における福祉有償運送の利用要件に該当の有無および福祉有償運送を

必要とする理由等について速やかに確認を行います。 
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５ 実施主体（福祉有償運送実施団体） 

  ＮＰＯ法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活

協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格

を有しない社団、労働者協同組合のいずれかで、国土交通省による自家用有償旅客運送

の登録を受けた団体です。個人や地域ボランティアグループ等は個別申請できません。 

 

※株式会社や有限会社等の営利法人は福祉有償運送の実施主体にはなれません。営利法

人は、道路運送上の許可（同法第４条または第 43 条）が必要となります。また、訪問

介護事業者等が行う要介護者等の輸送についても、一般乗用旅客運送（道路運送法第 4

条）または特定旅客運送（道路運送法第 43条）の事業許可を得ていただくことになり

ます。詳細は、管轄の運輸支局輸送部門までお問合せください。 

 

６ 福祉有償運送を行うためには 

  福祉有償運送を行うためには、道路運送法 79条に基づく登録申請の手続きが必要とな

りますが、登録申請をする前に、守山市が開催する「守山市福祉有償運送運営協議会」

において、福祉有償の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議を行

い、合意されていることが必要となります。 

  

  また、更新登録や変更登録（運送区域の拡大）、利用料金の変更を行う場合にも同様に

手続きが必要です。（利用料金の変更については原則運営協議会の合意のみ） 

  申請書類等の提出先は、当該区域を管轄する運輸支局となりますので、詳細について

は滋賀運輸支局（守山市木浜町 2298 番地５、TEL：077-585-7253）へお問合せく

ださい。 

 

（１）運送の区域、形態、使用車両、対価等について 

いずれも運営協議会にて協議が調うことが前提となります。 

【運送区域】 

発着地のいずれかが守山市内とします。 

【運送の形態】 

営利とは認められない範囲の対価を伴う有償運送で、原則ドア・ツー・ドアの会員制個

別輸送とします。 

【使用車両】 

乗車定員 11人未満の自動車であって、法人等が所有する自家用自動車および個人ボラン

ティア等の持込み自動車であって、特殊な装備を付属する福祉車両またはセダン型車両

です。 
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【対価】 

① 地域におけるタクシー運賃の概ね８割以下を目安として定められた運送サービスの

提供に要する費用 

② 実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する介助等に要する費用 

 

（２）安全対策について 

【運転者要件】 

以下のいずれかの方が運転者となることができます。 

・ 普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない。 

・ 普通第一種免許を受けており、その効力が過去２年以内において停止されておらず、国

土交通大臣が認定する講習を修了している。 

【運行管理者等の選任】 

・ 運行管理責任者を選任し、安全運行管理体制の整備を行う必要があります。（５台以上

の車両を運行する場合は有資格者を選任する必要有） 

・ 整備管理責任者を選任し、車両点検整備の適切な実施を行う必要があります。 

【損害賠償保険】 

 対人８，０００万円以上および対物２００万円以上の任意保険、もしくは共済保険（搭

乗者傷害を対象に含むものに限る。）に加入していることが要件となります。 

 

７ 「守山市福祉有償運送運営協議会」について 

 福祉有償運送を行う場合は、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります（道路運

送法第７９条）。登録の申請は、福祉有償運送を行う地域を所管する運輸支局（滋賀運輸支

局）に対して行うことになりますが、事前に地域の関係者等で構成される運営協議会の合

意が必要となっています（道路運送法第７９条の４第１項第５号）。  

 

 守山市では、市域における福祉有償運送の必要性、収受する適正な対価、安全運行管理

体制などを協議する機関として、「守山市福祉有償運送運営協議会」を設置しています。 

 福祉有償運送制度を活用した事業を実施しようとする、NPO や公益法人等の非営利事業

者の方は、運輸支局への登録申請書類を、事前に「守山市福祉有償運送運営協議会」に提

出いただき、地域の関係者の合意形成を調えた後に、本申請を実施するという流れになり

ます。 
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【守山市における福祉有償運送に関する担当窓口】 

守山市健康福祉部長寿政策課（守山市福祉有償運送運営協議会事務局） 

電話： ０７７－５８４－５４７４  

FAX： ０７７－５８１－０２０３ 

e-mail choju@city.moriyama.lg.jp 

（申請書式は、市HPをご参照ください。） 

 

mailto:choju@city.moriyama.lg.jp
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２．福祉有償運送実施に関する      

守山市福祉有償運送運営協議会審査基準   
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福祉有償運送実施に関する守山市運営協議会審査基準 

 

 項 目 審 査 基 準 

１ 審査の対象  自家用有償旅客運送のうち、福祉有償運送に関する登録。 

タクシー等の公共交通機関によっては、要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービス

が確保できないと認められる場合において、NPO 等の非営利法人が実費の範囲内で、営利

とは認められない範囲の対価によって乗車定員 11 人未満の自家用自動車を使用して当該

法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスとする。 

２ 位置付け  法 79条に基づく自家用旅客運送の登録（有効期間は 2年、更新は原則 3年）を申請する

にあたって必要となる、運営協議会においての合意を証する書類（法 51条の 7規定）を交

付するにあたり、必要となる事項を審査する。 

３ 運送の主体 

 

 NPO 法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同

組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有し

ない社団（自治会、町内会など）、労働者協同組合 

４ 運送の区域  旅客の発地または着地のいずれかが守山市内であること 

 

５ 運送の対象者  次に掲げる者のうち他人の介助（付き添い、見守り等を含む。）によらずに移動すること

が困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが

困難な者であって、名簿に記載されている者およびその付添人 

イ．身体障害者（身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者） 

ロ．精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害

者） 

ハ．知的障害者（障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害

者） 

ニ．要介護者（介護保険法第 19条第１項に規定する要介護認定者） 

ホ．要支援者（介護保険法第 19条第２項に規定する要支援認定者） 

ヘ．厚生労働大臣が定める基準に該当する者（介護保険法施行規則第 140条の 62の４第

２号の基本チェックリスト該当者） 

ト．その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害（発達障害、自閉

症、学習障害を含む。）を有する者 

※ロ．ハ．ホ．ヘ．ト．の場合には、運営協議会（判定委員会）にて当該者の移動制約

の状況について運送の対象とすることが、適当であることの確認がなされた者であるこ

と 

６ 使用車両  乗車定員 11人未満の自動車であって、法人等が所有する自家用自動車およびボランティ

ア個人の持ち込み自動車（福祉有償運送を実施する間、当該法人が使用権限を有するもの

に限る。） 

イ．寝台車（車内にストレッチャーを固定する設備を有する自動車） 

ロ．車椅子車（スロープまたはリフト付の自動車） 

ハ．兼用車（ストレッチャーおよび車いすの双方に対応した自動車） 

ニ．回転シート車（回転シートを備える自動車） 
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ホ．セダン車 

※ホの場合は、輸送する旅客の範囲を運営協議会で了承が必要 

７ 収受する対価  実費の範囲内で、営利を目的としていると認められない妥当な範囲内であり、運営協議

会において協議が調っていること。 

① 運送の対価 

  当該地域におけるタクシーの上限運賃の概ね８割の範囲内であること（距離制、時間

制、定額制） 

 ※時間制と距離制の双方を定める場合には、適用方法について明確に基準が設けられて

おり、運送を利用しようとする際にあらかじめ旅客に対して適用する対価の説明がな

されることが必要 

 ※複数乗車の対価を定める場合には、旅客１人ずつから収受する対価が明確に定められ

ており、かつ、当該自動車の乗車定員を最大限利用した場合または時間を運行した場

合におけるタクシー運賃の額と比較して概ね８割の範囲内であるとみとめられること

が必要 

 ②運送の対価以外の対価 

・ 待機料金 

・ その他の料金（介助料、添乗料、設備使用料など） 

※旅客が利用した設備または提供した役務の種類ごとに金額を明記することが必要 

８ 運転者要件 ① 普通第２種免許を受けており、その効力が停止されていない者 

② 普通第１種免許を受けており、その効力が過去２年以内において停止されていない者

であって、国土交通大臣が認定する講習を修了している者 

※セダン車を使用する場合は①②に加えて運転者又は同乗者が介護福祉士または国土交

通大臣が認定する講習を修了している者 

※登録後、人身事故を惹き起こした場合や免停処分を受けた場合は、自動車事故対策機

構（NASVA）の適性診断を受講すること 

９ 運行管理等 ○運行管理責任者の選任義務 

 ※５両以上の車両の運行を管理する事務所の場合は、事務所ごとに次の要件のいずれか

に該当するものを選任しなければならない。 

① 運行管理者（運行管理者資格証を有するもの） 

② 運行管理者試験の受験資格を有するもの 

・運送事業の運行管理に関し１年以上の実務経験を有する者 

・NASVAが実施する「基礎講習」を修了した者 

③ 安全運転管理者の要件を備える者 

 ※選任者数は、車両数を 20（①を選任する場合は 40）で除して得た数（端数切捨て）に

１を加算して得た数以上 

○運行管理責任者の業務 

・ 要件を備えないものに自家用有償旅客自動車を運転させないこと（セダン同乗者を含

む） 

・ 死者または負傷者が生じた事故を惹き起こした運転者に、適性診断を受けさせること 

・ 運転者に対し、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができな

いおそれの有無を確認し、必要な指示を与え、運転者ごとに内容を記録し１年間保存
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すること 

なお、飲酒の有無の確認については、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用

いること 

・ 運転者に対し乗務の開始および終了の地点および日時ならびに主な経過地点および

乗務した距離、事故または異常な状態が発生した場合はその概要および原因等につい

て記録し１年間保存すること 

・ 運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと 

・ 事故が発生した場合は記録を作成し２年間保存すること 

○運転者証（写真貼付）を作成し車内に表示または掲示 

・ 作成番号および作成年月日 

・ 自家用有償旅客運送者の名称 

・ 運転者の氏名 

・ 運転免許証の有効期限 

・ 運転者の要件に係る事項（運転者講習受講等） 

○車両表示事項等（車両の両側面） 

・ 運送者の名称 

・ 「有償運送車両」の文字 

・ 登録番号 

・ 横書きで文字の大きさは５㎝以上 

・ 自家用有償旅客運送者登録証の写しを車内に備え置くこと 

○旅客の名簿の作成管理 

・ 氏名 

・ 住所 

・ 運送を必要とする理由 

※個人情報保護のため適切に管理すること 

10 整備管理  点検および整備の適切な実施を確保するため、整備管理の責任者の選任その他整備管理

の体制の整備を行わなければならない。 

11 事故の対応等 ○事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければな

らない。 

○運行により生じた旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための任意

保険（対人 8,000万円以上、対物 200万円以上）加入を講じなければならない。 

 

12 苦情処理体制  苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他運送に関して苦情を申し出たもの

に対して、遅滞なく弁明しなければならない。 

 また記録し１年間保存しなければならない。 

13 監査および処分 ○法律の施行に必要な限度において、業務または車両の所有・使用に関し報告させること

ができる。また、事務所等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査し、または関係者に

質問することができる。 

○行政処分の種類は、警告、業務の停止、登録の取消し 

※平成 18年９月 15日付け監査方針、行政処分基準により実施 

 


